
犬山市民俗文化財保存伝承事業補助金 申請の手順 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伝統行事等に使用される用具等の 

保存修理事業又は復元新調事業 

神楽屋形等の 

保存修理事業又は復元新調事

業 

伝統行事等の 

後継者育成事業 

    次年度の活動申請（「犬山市民俗文化財保存伝承事業補助金交付調査書」の提出）  

修理又は復元新調の見積添付 修理又は復元新調の見積添付 

書類審査 

認可 不認可 

補助金等交付決定通知 

 民俗文化財保存伝承事業の実施 

予算措置 

詳細な活動計画の申請（「補助金等交付申請書」の提出）  

    実績報告（「補助事業等実績報告書」の提出） 

書類審査 

認可 

補助金の交付請求 

（「補助金等交付請求書」の提出） 

補助金交付 

不認可 

再提出 

※申請については、事前に広報いぬやまでお知らせします 

審査 

時期 

初夏頃 

新年度４月以降 

事業着手以前に 

事業完了後 

速やかに 

年度末 

交付は、請求書の 

提出後、約１ヶ月後 


